
　　平成３０年７月５日（木）午後２時　玉名市役所　会議室

１．本日の出席委員は、次のとおりである。

１番  永田　知博 ２番　鶴田　克士 ３番  清田　順次 ４番　西畠めぐみ

５番　赤松　繁之 ６番　横手　良弘 ７番　井上　清晴 ８番　松本　恒幸

９番　荒木　享二 10番　竹下　宏介 11番　浦谷　幸司 12番　志水　武保

13番　森川　正志 14番　下川　安 15番  平野　忠臣 16番  野澤　博幸

17番　髙根　政明 18番　取本　一則 20番　斎藤　潔公 21番  田上　一

22番  小山久仁江 23番　中島　浩輔 24番　德井　勝美 25番　田上　敏正

26番  髙田  優子 27番　寺井　廣喜 28番　宇佐　勝則 29番　今上　公男

30番　平本　博 31番　永田　眞一 32番  出口  京子 33番　井本　義和

34番  尾池　秀實 35番　中村　亘 36番  丸山　陽治 37番　堀田　昌子

38番　村端　一弘

19番  中嶋　昭二

１．傍聴者数は、次のとおりである。

   ０ 名

１．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　二階堂正一郎 次長　小山　博 係長　竹森　明徳 参事　松倉　司

主査　渡邉布由紀 主任　大原　三和

１．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

   ０ 名

議　題

第３５号 農地法第３条の規定による許可申請について

第３６号 農地転用許可後の事業計画変更承認申請について

第３７号 農地法第４条の規定による許可申請について

第３８号 農地法第５条の規定による許可申請について

第３９号 農用地利用集積計画の決定について

第４０号 農地の買入協議について

第４１号 耕作放棄地の農地・非農地の判断について

報　告

第１９号 農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について（１８条）

第２０号 農地の形状変更届について
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１．本日の欠席委員は、次のとおりである。
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１．開 会 

○事務局長（二階堂正一郎君） 皆様こんにちは。定刻となりましたので始めます。本

日は委員総数３８名のうち、１９番の中嶋委員から欠席の届けがあっており、３７

名の御出席でございます。 

 玉名市農業委員会会議規則第６条の規定により会議は成立しておりますので、た

だいまから平成３０年第７回玉名市農業委員会総会を開会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（二階堂正一郎君） まず、永田会長より御挨拶をいただきまして、引き続

き会議規則第４条の規定により議長をお願いし、議事の進行をお願いいたします。 

○会長（永田知博君） 改めましてこんにちは。台風の影響もそんなにありませんので、

非常にほっと安堵しとるところでございますけれども、皆さんのお宅のほうどうで

したでしょうか。雨が大雨だったり台風だったり非常に不安定な天気が続いており

ます。今後もまだまだ油断も許さないような情報もきておりますので、どうぞよろ

しくお願いしたいと思っております。 

 また、このメンバーでの農業委員総会というのも本日が最終回になりました。こ

の３年間、非常に皆さんと一生懸命勉強しながら進めてまいりましたけれども、き

ょうが本当に最終回ということで、残念ではありますけれども、これからまた前を

向いて進んでいかなければいけないと思っております。議案の審議前でございます

ので、いろいろ長々思いでは尽きませんけれども、３年間のお礼を込めてきょうは

ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．議事録署名委員指名 

○議長（永田知博君） それでは、審議に入りたいと思います。 

本日の議案は、議第３５号より議第４１号までの７１件と、報告第１９号より

２０号までの１２件が提案されております。慎重なる審議よろしくお願いいたしま

す。 

また、本日の議事録の署名委員は、３８番、村端委員と２番の鶴田委員にお願

いをいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議 事 

○議長（永田知博君） それでは、議事に入ります。 

議第３５号、農地法第３条、農地の所有権移転及び使用収益権設定許可申請に

ついてを議題といたします。 
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事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） 議案の１ページをお願いいたします。 

議第３５号、農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３条第１

項の規定による下記農地の所有権移転及び使用収益権設定許可申請について許可

するものとする。平成３０年７月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

１番、大浜町の申請人で、大浜町の田２,４３４㎡を相手方の要望と経営拡張に

より賃貸借権を結ぶものです。 

 ２番、大浜町の申請人で、大浜町の田２７１㎡外１筆、計１,３８５㎡を労力不

足と経営拡張により売買するものです。 

３番、岱明町と小島の申請人で、小島の田６１７㎡を農業廃止と経営拡張によ

り売買するものです。 

４番、中坂門田の申請人で、中坂門田の田６５２㎡を労力不足と経営拡張によ

り売買するものです。 

５番、岱明町と長洲町の申請人で、岱明町西照寺の田１,７１０㎡を相手方の要

望と経営拡張により売買するもので、報告第１９号１０番と関連しております。 

６番、岱明町と長洲町の申請人で、岱明町西照寺の田９３３㎡外１筆、計２,２

０１㎡を相手方の要望と経営拡張により売買するもので、報告第１９号９番と関連

しております。 

 ７番、岱明町と長洲町の申請人で、岱明町西照寺の田１,３０５㎡外２筆、計２,

９２０㎡を相手方の要望と経営拡張により売買するものです。 

 ８番、岱明町と長洲町の申請人で、岱明町西照寺の田１,３４１㎡外４筆、計４,

２４９㎡を相手方の要望と経営拡張により売買するものです。 

９番、岱明町と長洲町の申請人で、岱明町西照寺の田５７４㎡外４筆、計４,１

２５㎡を相手方の要望と経営拡張により売買するものです。 

 １０番、岱明町と長洲町の申請人で、岱明町西照寺の田１,０５７㎡を相手方の

要望と経営拡張により売買するものです。 

１１番、岱明町と長洲町の申請人で、岱明町西照寺の田１,２５２㎡を相手方の

要望と経営拡張により売買するものです。 

１２番、岱明町と長洲町の申請人で、岱明町西照寺の田４５２㎡外１筆、計６

４４㎡を相手方の要望と経営拡張により売買するものです。 

 ５番から１２番までは同一の譲受人で、対象農地は１８,１５８㎡、これは一団

の農地となっております。作付けとしては、大豆と麦を作付けをするということで

した。 

 １３番、北九州市と岱明町の申請人で、岱明町西照寺の田７６４㎡外３筆、計４,
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７３４㎡を従兄弟へ贈与するものです。 

 ４ページをお願いします。 

 １４番、岱明町の申請人で、岱明町高道の畑１,１５６㎡外３筆、計６,１０７㎡

を農業者年金受給のため使用貸借権を結ぶものです。 

 １５番、天水町の申請人で、天水町部田見の畑２,０６０㎡外１２筆、計１３,１

０２㎡を子へ贈与するものです。 

 １６番、天水町の申請人で、天水町小天の畑１,０４１㎡外４筆、計５,１１７㎡

を子へ贈与するものです。 

以上１６件、合計５２,３０６㎡につきまして、農地法第３条第２項、各号の禁

止規定から申請内容を審査し、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労働力、

技術、地域との関係も問題がないこと、下限面積要件も超えていることから、許可

要件の全てを満たしているものと判断し、御提案しております。 

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

ただいま、事務局の説明が終わりました。 

受付番号１番より順次担当委員の説明をお願いいたします。 

まず、１番どうぞ。 

○８番（松本恒幸君） ８番、松本です。１番の案件について説明いたします。 

 貸人は相手方の要望ということで、また借人は経営拡張ということで、下限面積

もクリアしておりますし、何ら問題ないと思いますので、どうか審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは、２番、お願いします。 

○９番（荒木享二君） ９番、荒木です。２番について説明します。 

 譲渡人は労力不足ということと、譲受人は経営拡張ということで、何ら問題なく

許可相当と思います。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、３番、お願いします。 

○１０番（竹下宏介君） １０番、竹下です。３番の案件について御説明します。 

 譲渡人は農業廃止、譲受人は経営拡張で、下限面積もクリアされており、許可相

当と判断いたします。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 
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 それでは、４番、お願いします。 

○１３番（森川正志君） １３番、森川です。４番の案件について説明いたします。 

 ここに示してありますように、労力不足、ここはですね、高齢化のためにできな

いということで、それから、譲受人は経営拡張ということであります。何ら問題な

いと思います。許可相当と思います。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、５番から１２番まで同一委員さんでございますので、続けてお願いい

たします。 

○２０番（斎藤潔公君） ２０番の斎藤です。まず、５番の案件について説明します。 

 譲渡人は、さっき説明にありましたように、人に貸しておられましたけれども、

譲受人の強い要望により解約をいたしまして、賃貸の解約をいたしまして、ここに

売買ということになっております。 

 譲受人は長洲町のほうに居住しておられまして、さっき説明がありましたように、

大豆と麦を作るということですが、現在はこの田ん中は米を作っているわけですね。

ところが、西照寺の川から水を引いて溝を区役で畝上げをしながら引いてくるわけ

ですけれども、だんだんとその溝の改修が困難になってきつつあると。だから、非

常に困難を感じていると。だから、米はなかなか作れないだろうということで、大

豆と麦ということになっております。 

 譲渡人、相手方の要望、それから譲受人は経営拡張ということで、何ら問題はな

いと思われます。 

 ６番、もう６番の譲渡人は高齢で、なかなか耕作ができないということで人に貸

しておられましたけれども、これも解約をいたしまして、今回譲受人のほうに売買

ということになっております。これもすぐ近くの田んぼです。場所は、２０８号線

の産交の営業所があるところのちょっと玉名市寄りで、スズキ自動車があるところ

に南側になります。前はホテルクラウンというのがありましたけれども、迎田とい

うところですね。そこの場所の２０８号線よりも５、６ｍちょっと低くなっており

ます。すぐ近くに西照寺川が流れております。 

 ６番も何ら問題はないと思われます。 

 ７番につきまして、これもすぐ近くの田んぼです。この方は現在耕作しておられ

ますが、譲受人の強い要望により、そんなら私も売ろうかということで、今回この

売買にいたっております。これも何ら問題はないと思われます。 

 ８番につきまして、８番、これも耕作はされておりませんでしたけれども、譲受

人の強い要望で今回売買ということになっております。これも何ら問題はないと思

われます。 



－   － 5 

 ９番につきまして、９番の方も実際高齢で、後継者がおりませんので耕作されて

おりませんでした。そこで譲受人の強い要望により売買ということになっておりま

す。これも何ら問題はないと思われます。 

 １０番につきまして、１０番は、以前、事務局のほうに自分の家の田んぼを紹介

して売りたいということで、農業委員会の事務局のほうに以前おいでになっており

ました。御主人が亡くなって誰も作り手がいなかったので、譲受人の強い要望で、

渡りに舟と今回売買になっております。これも何ら問題点はないと思われます。 

 １１番につきまして、１１番の譲渡人は、現在耕作をしておりましたが、譲受人

の強い要望で今回売買の段取りになっております。これも何ら問題はないと思われ

ます。 

 １２番につきまして、１２番、これは譲渡人は、耕作がなされておりませんでし

た。それで譲受人の強い要望で今回売買ということにいたっております。それで何

ら問題点はないと思われます。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 ただいま、５番から１２番までの説明が終わりました。 

 それでは、１３番、お願いします。 

○２０番（斎藤潔公君） はい、２０番の斎藤です。１３番の案件について説明します。 

 これも上の１２番までのところとほとんど離れておりませんので、これも一連の

ところだと思われます。譲渡人のほうが譲受人のほうに、これは弟から兄へという

んでしょうかね、贈与という形になっております。今までは、この譲受人のほうが

ずっと代わりに耕作をしておりましたので、それを本来の耕作してる人に譲ったと

いう形で、何ら問題点はないと思われます。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは、１４番、お願いします。 

○２３番（中島浩輔君） ２３番、中島です。１４番の案件について説明いたします。 

 使用貸人と借人は親子関係で、目的は農業者年金の受給のため１０年間の契約を

申請されております。何ら問題ないものと思います。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、１５番、お願いします。 

○３１番（永田眞一君） ３１番、永田です。１５番の案件について説明いたします。 

 譲渡人と譲受人は親子関係です。親から子への贈与です。何ら問題なく許可相当
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と思います。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、１６番、お願いします。 

○３７番（堀田昌子君） ３７番、堀田です。１６番の案件について説明します。 

 譲渡人と譲受人は親子関係です。高齢で今まで頑張ってこられましたが、この子

の退職を機に贈与されるものです。下限面積も満たしており、問題はなく許可相当

と思います。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 １番から１６番まで、ただいま説明が終わりました。皆さんより何か御意見、御

質問はございませんでしょうか。 

（なしの声) 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問もないようでございますので、採決に入ります。 

議第３５号、農地法第３条、農地の所有権移転許可及び使用収益権設定許可申

請について、原案どおり許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

異議がないものと認め、議第３５号については許可することに決定しました。 

次に、議第３６号、農地法第５条、農地転用許可後の事業計画変更承認申請に

ついてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いたします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） ５ページをお願いいたします。 

議第３６号、農地転用許可後の事業計画変更承認申請について。農地法第５条

第１項の規定による農地転用許可後の下記農地の事業計画変更承認申請について意

見決定するものとする。平成３０年７月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知

博。 

１番、申請物件が六田の田２７４㎡で、貸住宅の転用目的であったところを、

諸事情により、今回承継者の個人住宅建設に計画変更するとのことで、次の議第３

８号の３番と関連がございます。 

 ２番、申請物件が伊倉北方の畑３４０㎡で、当初個人住宅としての転用目的だっ

たところ、資金面の理由で建設が困難になり、今回承継者が作業小屋及び駐車場に

変更するということで、次の議第３８号９番と関連がございます。 

 ３番、申請物件が岱明町山下の田５９６㎡で、個人住宅の転用目的であったとこ
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ろ、諸事情により今回承継者の個人住宅及び倉庫の建設に計画変更するとのことで、

次の議第３８号１６番と関連がございます。 

 以上３件、合計１,２１０㎡を御提案しております。 

 ７月４日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。 

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

ただいま事務局の説明が終わりました。 

受付番号１番より、順次担当委員の説明をお願いいたします。 

１番、どうぞ。 

○３番（清田順次君） ３番、清田です。２番の案件について御説明を申し上げます。 

先ほど、事務局の御説明のとおりというふうなことで、事業の継承者が個人住

宅を建築するというふうなことでございますので、何ら問題なく許可相当でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、２番、お願いします。 

○１１番（浦谷幸司君） １１番、浦谷です。２番の案件について御説明いたします。 

 申請人が昭和６３年に宅地としての申請をなされておりましたが、亡くなられて、

そのあと相続人に渡ったわけですけれども、個人住宅を建てるということでござい

ましたけども、資金難ということで、すぐ隣の方に要望がございまして、その方に

譲るということでございました。これは次の３８号との関連でございますので、一

応そういうことで申請が出されております。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、３番、お願いします。 

○２３番（中島浩輔君） はい、２３番、中島です。３番の案件について説明いたしま

す。 

 備考にありますように、以前、平成１０年の５月に申請をなされておりましたけ

ど、その後、急遽、実家に親と同居する事態になられたということで、計画が当初

の計画が延びておられました。そのときは個人住宅ということだったんですけど、

今回は倉庫をそれに一つ付けて申請という形です。次の第３８号の１６番と関連が

あります。何ら問題ないものと思います。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 
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 ただいま、担当委員の説明が終わりました。御意見、御質問はございませんでし

ょうか。 

（なしの声） 

○議長（永田知博君） 御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

 議第３６号、農地法第５条、農地転用許可後の事業計画変更承認申請について、

原案どおり承認することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

異議がないものと認め、議第３６号は承認することに決定しました。 

次に、議第３７号、農地法第４条、農地の転用許可申請についてを議題といた

します。 

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） ６ページをお願いいたします。 

議第３７号、農地の転用許可申請について。農地法第４条第１項の規定による

下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平成３０年７月５日提

出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

１番、申請物件が築地の畑５４６㎡外２筆、８５１㎡で、転用目的が共同住宅

１棟の申請です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農

地で、第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 以上１件、合計８５１㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全ての項目

ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提案して

おります。７月４日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろしく御

審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

担当委員の説明をお願いいたします。 

１番どうぞ。 

○５番（赤松繁之君） ５番、赤松です。１番の案件について説明いたします。 

 申請人は農業経営をしていましたが、高齢により将来的にできなくなることを考

えて、共同住宅の経営をして生活の安定を考えての申請です。場所はですね、ナフ

コの玉名店北側で、玉名バイパスの北２００ｍぐらいのところです。建物というか、

土地は境界をブロックで囲み、土砂の流出を防ぎ、建物は軽量鉄骨３階建てです。

２ＬＤＫを９世帯分１棟建設するもので、それに駐車場１９台分です。 

 給排水は東側の市道の公共上下水道を利用し、雨水は市道の側溝に接続して放流
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するとのことで、周りの農地は申請人の土地で、現地調査の結果許可相当と思いま

す。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

担当委員の説明が終わりました。御意見、御質問などはございませんでしょう

か。 

(なしの声) 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

議第３７号、農地法第４条、農地の転用許可申請について、原案どおり承認す

ることに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

異議がないものと認め、議第３７号は承認することに決定しました。 

次に、議第３８号、農地法第５条、農地の転用許可申請についてを議題といた

します。 

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） ７ページをお願いいたします。 

議第３８号、農地の転用許可申請について。農地法第５条第１項の規定による

下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平成３０年７月５日提

出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

１番、申請物件が中の畑１６１㎡外１筆、計４９４㎡で、転用目的は個人住宅

です。農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内の農地で第３種農地と判断し

ております。 

２番、申請物件が松木の田１,０２５㎡で、転用目的は共同住宅２棟です。農地

区分は、都市計画法に規定する用途地域内の農地で第３種農地と判断しております。 

３番、申請物件が六田の田２７４㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は、

都市計画法に規定する用途地域内の農地で第３種農地と判断しております。先ほど

の議第３６号の１番と関連しております。 

８ページをお願いいたします。 

４番、申請物件が山田の田１,５２２㎡で、転用目的は共同住宅２棟です。農地

区分は、上下水管が埋設され、教育・医療機関がおおむね５００ｍ以内に２つ以上

のある農地で、第３種農地と判断しております。 

５番、申請物件が山田の畑３.４６㎡で、転用目的は申請者の宅地への進入口の

拡張となっております。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の
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低い農地で、第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しておりま

す。 

６番、申請物件が大浜町の田４７９㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分

は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し、

ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

７番、申請物件が小野尻の田１,６１８㎡外４筆、計の２,３１８㎡で、転用目

的は販売用の農機具の置場としてのとなっております。農地区分は、農業公共投資

の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し、ほかに適当な場

所がないものと判断しております。 

 ９ページをお願いします。 

 ８番、申請物件が伊倉北方の畑１,２７６㎡で、転用目的は４９.５ｋｗの太陽光

発電の建設です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農

地で、第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

９番、申請物件が伊倉北方の畑３４０㎡で、転用目的は作業小屋及び駐車場で

す。議第３６号２番と関連しております。農地区分は、ＪＲ肥後伊倉駅よりおおむ

ね３００ｍ以内に所在する農地で、第３種農地と判断しております。 

 １０番、申請物件が下の田４８６㎡外１筆、計の７１３㎡で、転用目的は個人住

宅及び通路です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農

地で、第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

１１番、申請物件が両迫間の畑２９７㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区

分は、おおむね１０ｈａ以上の一団の農地内に所在する農地で、第１種農地と判断

しております。第１種農地は原則不許可となるところですが、申請地の周辺におい

て居住する者の日常生活上、業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるもの

として例外的に許可可能とするものです。 

１０ページをお願いします。 

１２番、申請物件が両迫間の畑４４０㎡で、転用目的は共同住宅です。農地区

分は、おおむね１０ｈａ以上の一団の農地内に所在する農地で、第１種農地と判断

しております。第１種農地は原則不許可となるところですが、申請地の周辺におい

て居住する者の日常生活上、業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるもの

として例外的に許可可能とするものです。 

１３番、申請物件が岱明町庄山の畑３３３㎡で、転用目的は個人住宅です。農

地区分は、上下水管が埋設され、教育・医療機関がおおむね５００ｍ以内に２つ以

上ある農地で、第３種農地と判断しております。 

１４番、申請物件が岱明町庄山の畑４６３㎡で、転用目的は個人住宅です。農
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地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と

判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

１５番、申請物件が岱明町中土の畑５９７㎡で、転用目的は職員２０台分の駐

車場です。農地区部は、上下水管等が２つ以上埋設され、教育・医療機関がおおむ

ね５００ｍ以内に２つ以上ある農地で、第３種農地と判断しております。 

 １１ページをお願いいたします。 

 １６番、申請物件が岱明町山下の田５９６㎡で、転用目的は個人住宅及び倉庫で

す。議第３６号の３番と関連しております。農地区分は、玉名市役所岱明支所から

おおむね３００ｍ内にある農地で、第３種農地と判断しております。 

１７番、申請物件が岱明町扇崎の田１,０６５㎡で、転用目的は譲受人の事業用

大型トラック１４台分の駐車場です。農地区分は、農業公共投資の対象となってい

ない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判

断しております。 

１８番、申請物件が天水町小天の畑３０３㎡で、転用目的は個人住宅です。農

地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と

判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

以上１８件、合計１２,５３８.４６㎡につきまして、申請内容を農地転用許可

基準全ての項目ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断

し、御提案しております。 

去る７月４日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろしく御審

議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

ただいま、１番から１８番まで事務局の説明が終わりましたので、受付番号１

番より順次担当委員の説明をお願いいたします。 

 なお、受付番号２番につきましては、始末書が提出されておりますので、担当委

員の説明の前に事務局より担当者が読み上げますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１番、お願いします。 

○３番（清田順次君） はい、１番の案件について御説明を申し上げます。３番、清田

です。 

 これは譲受人が個人住宅に伴うというふうなことで申請でございますが、場所は

国道の２０８号線、ヤマダ電機よりちょっと先、こっちから行けば先ですね、春出

のほうに北側に行った先にあるというふうなことでございます。 

 現地の東側に市道というふうなことで、北側は住宅地、西側は譲渡人の畑地とい

うふうなことでございます。また、南側はその畑に行く進入路というふうなことで
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ございますが、給排水等々、周辺に転用によって問題はないと判断をいたしており

ます。許可相当でございます。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

それでは、始末書を読み上げてください。 

○参事（松倉 司君） ― ２番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、２番、説明をお願いします。 

○３番（清田順次君） ２番について御説明を申し上げます。 

 場所はですね、松木でございますが、ブリヂストンの西社宅というふうなことが

付近にあるというふうなことでございます。共同住宅２棟というふうなことで、鉄

骨造りで２階建てというふうなことで、建築面積が２７４.１２㎡ということです。

譲受人が共同住宅の建築に伴う申請というふうなことでございます。北側は市道と

東側は建築関係者の資材置場と、南側は用水路となっております。西側が水田とい

うふうなことで、西側の水田には土砂流出等がないように擁壁工事をするというふ

うなことで、また、給排水等問題はなく許可相当でございます。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございます。 

 それでは、３番も続けてお願いします。 

○３番（清田順次君） ３番ですが、先ほどの議第３６号１番との関連というふうなこ

とでございますが、場所は六田の鮮ど市場の北側というふうなことで、現在、南側

に市道があると。北と東、西側は既に住宅地というふうなことでございますので、

何ら問題なく許可相当でございます。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

 それでは、４番、５番、同一委員さんでございますので、続けてお願いいたしま

す。 

○５番（赤松繁之君） はい、５番、赤松です。４番の案件について説明します。 

 申請人は農業経営をしていますが、将来の所得の安定を図るために、親の土地を

借りて共同住宅を２棟建てるための申請です。場所は、築山小学校の北東４００ｍ

ぐらいのところで、西側を市道が通り、北側は水田、東側は竹林で南側は宅地です。

造成はＬ型擁壁で囲み、盛土をして土砂の流出を防ぐそうで、建物は木造２階建て

２棟で、１ＬＤＫを２戸と２ＬＤＫを１０戸分と、駐車場は２３台分だそうです。

給排水は公共の上下水道を利用し、接続利用で、雨水は市道の側溝へ接続放流で、
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北側農地の地主には説明して承諾を得てるということで、現地調査の結果、許可相

当と思います。 

 続きまして５番の案件です。 

 ５番の案件はですね、申請人は、今年の４月の総会で５条許可を得たものの、車

の出し入れにちょっと不便なために進入路拡張のための申請で、場所は築山小学校

の北側で、玉名バイパス山田入口から４００ｍぐらいのところです。隣接地との境

にコンクリートブロックを設置し、砂利を敷いて進入路を造るということです。進

入路のために給排水は関係なく、雨水は自然浸透を図るそうで、農地にも影響なく、

現地調査の結果、許可相当と思います。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、６番、お願いします。 

○９番（荒木享二君） ９番、荒木です。６番について説明します。 

 ６番は個人住宅の申請です。場所は大浜町の有明中学校の西３００ｍぐらいのと

ころです。申請地の周りはほとんど住宅で、ここ数年申請地には何も作付けはされ

てないということです。申請地の北側は民家で、西のほうは建設予定地の空き地と

なっています。東と南は市道となっております。生活排水・用水は浄化槽を設置し

て、東側の側溝に流すということです。周囲には農地もなく、何も影響はないので、

許可相当と思います。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、７番お願いします。 

○１０番（竹下宏介君） １０番、竹下です。７番の案件について御説明します。 

 土地の選定理由は、事務所、工場に隣接し、利便性がすぐれているためです。事

業の目的及び必要性については、農機具全般の販売、修理を受注していますが、農

機具販売のための展示場をはじめ修理で、お預かりした農機具などの置場が少なく、

修理後の農機具置場が不足しているためです。転用面積は２,３１８㎡です。建物

は建築しません。 

 周辺の状況については、東側は排水路、西側は道路、南側は市道です。北側は水

田となっていますが、境から１ｍ以上引いて盛土をするというようなことでござい

ます。雨水については自然浸透となってます。工事についての周辺の農地に被害が

及ぼさないような事業計画となってます。現地調査の結果、許可相当と判断いたし

ます。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 
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 それでは、８番、９番、同一委員さんですので、続けてお願いいたします。 

○１１番（浦谷幸司君） はい、１１番、浦谷です。８番の案件について御説明いたし

ます。 

 譲受人が一応太陽光の設置ということで申請を出されております。場所は伊倉田

崎間の県道から北側になりますけれども、その県道からすぐ住宅地でありまして、

その住宅のまた裏側、北側になりますが、住宅地と道路を挟んだ前は果樹園でござ

いましたけども、最近休遊地となっておりました。その部分を１,２７６㎡ですけ

れども、ここに太陽光を設置するということで、パネルが３６０枚、面積としまし

ては５８６㎡ということでございます。 

 周囲は少し高台でございますが、今、雨水は自然浸透ということでございます。

周りに迷惑をかけるというような状況ではございませんので、許可相当と思います。 

 ９番の案件について御説明いたします。 

 ９番の案件は、先ほど３６号の２番ということで一応出ておりましたが、その用

地は、現場は肥後伊倉駅の北側になりますけれども、この周辺はほとんど住宅地に

なっておりまして、その一部に畑として残っておりました。それは先ほど住宅を建

てるということで申請をされておりましたが、それがかなわないということで、隣

の方が、譲受人の方がですね、すぐ隣でこの方が自動車の整備工をされておりまし

て、自分でも会社の車等を整備をすぐ隣でやりたいということで、その用地を私が

譲り受けますということで申請が出ております。 

 その用地については、駐車場と作業の小屋ということでございますので、生活排

水等は発生しませんので、また、周辺の農地または宅地についての被害がないよう

に、コンクリート擁壁等を打って、流出がないようにするということでございまし

たので、許可相当と思われます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

 それでは、１０番、１１番、１２番、続けてお願いいたします。 

○１４番（下川 安君） １４番の下川です。１０番について説明をします。 

 現在、警察官の官舎に住んでいる申請人が、両親が住んでいる隣接地に個人住宅、

それから、それの取付道路を計画されたものです。場所は小田にある玉名リサイク

ルプラザの南側にあたります。 

 計画の概要としては、住宅用地として４８６㎡、その住宅への取付道路として２

２７㎡の合わせた７１３㎡です。木造平屋建てと駐車場を計画されております。 

 給排水は市の給排水、給水は市の上水道、生活雑排水は合併浄化槽により処理し

て、既存の排水路へ流すそうです。農地等への被害防除としては、隣接地は、北側



－   － 15 

が畑、東側が里道、西側は両親の宅地、南側は水路となっておりまして、影響は少

ないと。また、隣接等には同意を得てるというところですので、現地調査の結果、

問題はないというふうに思います。 

 １１番について説明をします。 

 今現在、熊本市のアパートに住んでいる申請人が、玉名へ生活の拠点を移すこと

になりまして、妻のおじいさん、祖父の家の近くに個人住宅を計画されたものです。

場所は、玉名橋から１００ｍぐらい西側、玉陵小学校から約５００ｍのところの南

側の農地で、第１種と判断されるところです。第１種農地は原則不許可ですが、集

落に接続して設置される個人住宅ということで、不許可の例外にあたると思います。 

概要としては、そこに木造の平屋建ての個人住宅を建てられるそうです。給水

は玉名市の上水道、生活雑排水は玉名市の公共下水道を利用されるそうです。雨水

は敷地内に雨水桝をつくって既存の側溝へということです。農地等への被害防除と

しては、北側は祖父の農地、南側は東側にある宅地の進入路にあたってまして、道

路になります。西側は市道ということで、周辺農地への影響は少ないというふうに

思われます。現地調査の結果、問題はないというふうに思います。 

 それから、１２番です。 

 申請人がここに住環境が整ってるということで、共同住宅を建てられることを計

画されたものです。場所は、前の１１番の近くで、西側に１００ｍほど行ったとこ

ろの農地です。第１種類農地と判断されるところですけども、第１種農地は原則不

許可ですけども、集落に接続して建設される共同住宅ということで、不許可の例外

にあたると思います。 

内容としては、４戸入る木造２階建ての１棟で、駐車場が８台分となっていま

す。給排水は、給水は市の上水道、排水は合併浄化槽で処理して市道側溝に放流。

それから、農地等への被害防除は、北側は市道、南側は宅地、東側は柿が植えられ

ていましたかね、西側は農地という状況で、周辺の土地の影響を最低限にするため

に、周囲と隔離するためにブロック塀を全部囲うそうですので、そういうことで問

題はないというふうに思います。現地調査の結果、問題はないと思います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

それでは、続きまして、１３番、お願いします。 

○２２番（小山久仁江君） ２２番、小山です。１３番の案件について説明します。 

申請地は、ナフコの南側道路を挟んで南西部に位置し、周辺にも共同住宅地な

どがある第３種農地で、転用目的は個人住宅です。 

申請地はちょっと東西に長いので、申請地の西寄りに住宅は２階建てで建設し
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て、敷地の東側は駐車場とし、そこから北側道路に進入路を設置します。申請地の

北側道路と東側には水路があり、南側には住宅、西側は休耕地となっており、住宅

との境界には、既にその住宅のブロック塀が設置されています。西側の休耕地と北

側道路との境界には、土砂などの流出がないようブロック塀を設置するということ

です。 

給排水については、給水は上水道、生活雑排水、汚水は下水道へ接続、汚水は

敷地内に浸透桝を設置し、北側の水路に流します。隣接した耕作地もなく、周辺へ

の影響も心配ないことを現地調査で確認し、許可相当と判断します。 

以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

それでは、１４番、お願いします 

○２１番（田上 一君） ２１番の田上です。１４番の案件を説明します。 

貸人、借人は親子関係です。現在、息子さんは荒尾の借家住まいをしておられ

て、実家の父親の名義の土地を分筆して、１１６.１２㎡の平屋の個人住宅を建築

されるようです。 

場所は２０８号線から玉名バイパスの中間になるところで、ナフコの先の徳永

石油から北に上がったところです。西側に市道が通っており、上水道はきておりま

すのでそれを利用し、下水道はまだきておりませんので、合併浄化槽を設置して、

西側の側溝に流すとのことでした。また、雨水も側溝に流す計画とのことでしたが、

玉名市の建設課とも話し合いはできているとのことでした。 

現地農地の被害防止策としては、申請地を少し整地すれば建築できるような土

地だし、西側は市道に面しており、北側は畑、東は分筆した残りの土地なので、農

作物に被害はないと思います。それで十分留意の上に作業をするとのことで、何も

問題はないと思いました。 

以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

それでは、１５番、お願いします。 

○２２番（小山久仁江君） ２２番、小山です。 

申請地は、岱明町浄水場の東側道路に隣接した第３種農地で、転用目的は駐車

場です。申請人は、玉名、荒尾、玉東、河内、植木で、果樹やほうれん草施設園を

営んでおり、従業員はパートを含め常時２０から２５人ほどです。今まで九電より

借りていた駐車場が売却されるということになり、会社近くの申請地を購入し、従

業員の駐車場にする計画です。 

申請地の西と南側は道路に面しており、東側に住宅、北側には太陽光パネルが
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設置されています。造成中は、土砂の流出、堆積、崩壊などのないように配慮して

工事をし、隣接宅地との間に２段ブロック積みの擁壁を設置します。生活雑排水、

汚水の発生はありません。申請地にはバラスを入れますが、西と南の道路よりは低

くなるように整地します。雨水については、北側の太陽光パネルとの境界に側溝を

埋設するということで、許可相当と判断しました。 

以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

それでは、１６番、お願いします。 

○２３番（中島浩輔君） はい、２３番の中島です。１６番の案件について説明いたし

ます。 

目的は個人住宅と倉庫ということで、ここは第３種農地の農業用地外です。岱

明町山下公園と、玉名市の岱明支所の交差点から南へ２００ｍぐらい行ったところ

に山下公園というのがあります。そこから南東の方向へ約２００ｍ行ったところの

場所です。 

北側は住宅です。南東側は道路があり、南側はありません。北側は住宅があっ

て、南西のほうにはちょっと高め農地があります。北側を上に見たら逆三角形の農

地です。南西のほうに法面を９０㎡ぐらい必要な斜面がありますので、９０㎡の必

要な場所です。住宅は１３２.５㎡で、木造の平屋で、倉庫は住宅から少し離れ、

少しというか５、６ｍぐらい離れたところに２０㎡で計画されています。上水は、

市の水道を利用され、下水は合併浄化槽を設置し、雨水、雑排水は浸透桝を設置し、

南東側の道路の側溝に流されるそうです。 

現地調査の結果、問題ないものと思いました。審議のほどをよろしくお願いし

ます。 

 以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

それでは、１７番、お願いします。 

○２４番（德井勝美君） はい、２４番、德井です。１７番の件について説明します。 

譲受人は、有限会社、運輸を経営されております。転用の目的は駐車場です。

面積は１,０６５㎡です。第２種農地です。 

現在、駐車場面積が３００㎡で、事業拡大のため今回隣接する１,０６５㎡を駐

車場とし、使用することにより、合わせて１,３６５㎡と拡大され、トラック２０

台を所有することが可能となるということです。駐車場は、盛り土をし砂利を敷き

整地をするとのことで、周囲はコンクリートで土留めを行い、排水及び土砂が隣接

地に流出しないようにするとのことです。現地調査の結果、問題なく許可相当と判
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断します。 

以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

それでは、１８番、お願いします。 

○３７番（堀田昌子君） はい、３７番、堀田です。１８番の案件について説明します。 

この申請地は、申請人の妻の実家の近くです。近くに小学校もあり、若い家族

にとって便利の良い土地です。 

譲渡人は、妻の親であり、東側には既に妻の兄の家があります。北側、西側は

排水路、南側は通路です。給水はボーリングをして使用、生活雑排水及び汚水は、

合併浄化槽を設置し処理、北側の排水路に流します。雨水は自然浸透、オーバー分

は排水路に流します。現地調査の結果、許可相当と思います。 

以上です。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

ただいま、１番から１８番まで、担当委員の説明が終わりました。 

何か御意見、御質問はございませんでしょうか。 

(なしの声) 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

議第３８号、農地法第５条農地の転用許可申請について、原案どおり決定する

ことに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

全員異議がないものと認め、議第３８号については、原案どおり決定しました。 

次に、議第３９号、農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） １２ページをお願いいたします。 

議第３９号、農用地利用集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法第

１８条第１項の規定による農用地利用集積計画について、次のとおり決定する。平

成３０年７月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

次の１３ページから１４ページの総括表と１５ページから１７ページまでの集

計表のとおり、玉名市長より意見を求められております。今回は所有権移転が６件、

の２８,９６０㎡、利用権設定が２４件の５６,３１３㎡、合計が３０件、８５,２

７３㎡の集積で、いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満た

しているものと判断し、御提案しております。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 
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○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。農用地利用集積計画の決定について、何か御意

見、御質問などはございませんでしょうか。 

(なしの声) 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

議第３９号、農用地利用集積計画の決定について、原案どおり決定することに

異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

異議がないものと認め、議第３９号については、原案どおり決定しました。 

それでは、次に、議第４０号、農業経営基盤強化促進法第１６条第１項の規定

による買入協議を行う旨の通知の要請についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） １８ページをお願いいたします。 

議第４０号、農業経営基盤強化促進法第１６条第１項の規定による買入協議を

行う旨の通知の要請について。 

下記の者から農業経営基盤促進法第第１５条第１項の規定に基づく利用権の設

定等（所有権の移転）について、斡旋を受けたい旨の申出があったので、農地中間

管理機構等を含めた利用調整等を行ったが、不調に終わったため、同法第１６条第

１項の規定により、玉名市長に対し同法第１６条第２項の規定による申出者への通

知をするよう要請するものとする。平成３０年７月５日提出、玉名市農業委員会会

長、永田知博。 

１番、横島町の申請人から斡旋の申出がございました。申出の農地は、横島町

の畑１１,０２２㎡外１筆の計の１８,４５０㎡です。平成３０年６月２２日に申出

者と公益財団法人熊本県農業公社を交え、調整を行いましたが不調に終わっており

ます。 

不調の理由といたしましては、所有者の申出価格が２筆のうち１筆は１０ａ当

たり１００万円、もう１筆を１０ａ当たり８０万円で希望されており、これに対し

農業公社の近傍地の買取価格が、１０ａ当たりの６０万円から９０万円という金額

内であったということで、この金額内が妥当との意見であったため、価格が不一致

となり不調に終わっております。 

しかしながら、ここは優良農地であり、認定農業者に売り渡さなければならな

い物件ということで、市長に対して買入協議の申出を要請するものでございます。 

以上です。 
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○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

事務局の説明が終わりました。 

担当委員の説明をお願いいたします。 

○３０番（平本 博君） はい、３０番、平本です。 

この農地は、横島干拓新栄の中心地に位置し、それぞれ約１町の広さがある優

良農地です。所有者は、水稲や野菜を栽培しておりましたが、高齢のため耕作が困

難である等の理由で、公社へ斡旋の申出をされました。 

今回は価格の不一致で不調に終わっております。しかし、事務局の説明どおり、

認定農業者などの地域の望ましい担い手に農地利用を図ってもらうため、市長に買

入の協議を要請することは妥当と思われます。 

以上です。 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

ただいま担当委員の説明が終わりました。 

皆さんより御意見、御質問などはございませんでしょうか。 

(なしの声) 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

議第４０号、農業経営基盤促進法第１６条第１項の規定による買入協議を行う

旨通知の要請について、原案どおり決定することに異議のない方は挙手をお願いい

たします。 

（全員 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、どうもありがとうございました。 

全員異議がないものと認め、議第４０号については、原案どおり決定いたしま

した。 

次に、議第４１号、耕作放棄地の農地・非農地の判断についてを議題といたし

ます。 

事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） １９ページをお願いいたします。 

議第４１号、耕作放棄地の農地・非農地の判断について。農林水産省経営局長

通知「耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否かの判断基

準等について」に基づき、下記農地の農地・非農地を判断する。平成３０年７月５

日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

１番、物件が中坂門田の田、１,１８４㎡で、現況が山林であるとの届出があっ

ております。 

２番、物件が天水町尾田の畑５４７㎡で、同じく現況が山林であることの届出
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となっております。 

以上２件、合計１,７２８㎡の非農地証明願を受理しております。いずれも現況

が山林であると認められ、農地法第２条第１項の農地にあたらないと判断するもの

です。 

よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

御意見、御質問はございませんでしょうか。 

(なしの声) 

○議長（永田知博君） 御意見、御質問もないようでございますので、採決に移ります。 

議第４１号、耕作放棄地の農地・非農地について、原案どおり非農地と判断す

ることに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（賛成者 挙手） 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

異議がないものと認め、議第４１号については、原案どおり非農地と判断する

ことに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．報 告 

○議長（永田知博君） 次に、報告第１９、２０号について、事務局より説明をお願い

いたします。 

○事務局長（二階堂正一郎君） ２０ページをお願いいたします。 

報告第１９号、農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について。農法第１８条

第６項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理した

ので報告いたします。平成３０年７月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

今回２０ページから２２ページまでの１０件、合計１８,４１５㎡の解約通知を

受理しています。 

続きまして、２３ページをお願いいたします。 

報告第２０号、農地の形状変更届について。下記農地の形状変更届がありまし

たので報告します。平成３０年７月５日提出、玉名市農業委員会会長、永田知博。 

今回２件、合計の１,９５７㎡の届出を受理しております。 

以上で報告を終わります。 

○議長（永田知博君） はい、ありがとうございました。 

ただいま事務局より報告がございました。 

何か質問などはございませんでしょうか。 

(なしの声) 
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○議長（永田知博君） 質問もないようでございますので、本日予定しておりました議

案審議と報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

６．その他 

○議長（永田知博君） 次に、その他に移ります。 

その他、事務局より何かございませんでしょうか。 

○次長（小山 博君） 事務局からお知らせが２点ございます。 

まず１点目です。いよいよ８月１日に玉名市の農業委員会新体制に移行します

が、そのための新たな農業委員さん１９名、定数１９名でございます。 

去る６月２６日に閉会しました玉名市議会において、市長提案しておりました

１９名の農業委員の候補の皆さんが、無事議会の同意を得られましたのでお知らせ

いたします。 

現在は、その同意を得られた１９名の方に対して、直ちに就任に対しての承諾

をいただけるかどうかというところで、承諾書のほうを提出していただけるよう、

承諾書のほうをお送りしておりますので、今、その１９名の方から、全員承諾が得

られるまでの状態であることをお知らせいたします。 

なお、その１９名の方々は、６月２６日、同意、閉会した翌々日の２８日から

玉名市のホームページのほうに１９名の方は公表されております。７月いっぱい公

表する予定でございます。 

次に、２点目です。同じく、改正農業委員会法で新たに発足します農地利用最

適化推進委員の件についてお知らせします。 

こちらのほうは、推進委員さん定数１９名、現在推薦・応募、受付期間中にな

っておりまして、７月１０日までが応募、推薦の期間中でございます。 

 現在の状況をこちらでお知らせしますが、定数１９名は、今回は最適化推進委員

さんは定数制を、ちゃんと区割りと定数を設けております。１９の区域にそれぞれ

定数１名、１９の区割りの推進委員さんの定数がございます。本日現在、その１９

名、各地域１名定数でございますが、１９区域のうち１４区域から推薦・応募のほ

うを提出がなされております。ということで、１９名のうちまだ応募・推薦がない

区域を申し上げます。 

玉名町築山が一つの区域、こちらと次に伊倉、伊倉校区で１名です。次に、岱

明で睦合、大野、鍋のほうからがまだ推薦・応募がなされておりません。今、申し

上げました５区域のほうから応募推薦がない状態でございます。 

それで、受付期間が７月１０日まで、あと５日になっておりますが、今、まだ

推薦・応募等がない区域を今お知らせしましたけど、ぜひですね、今現役でおられ
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る農業委員さんのほうからでも、どなたか地域のほうで推進委員さんにふさわしい

方、または、ぜひなっていただきたいなといわれる方があられましたら、ぜひまだ

５日間ほど期間がございますので、いろんな方法でお知らせしていただきたいと思

います。今日は、応募推薦用紙も今日ここに現物を用意しておりますので、きょう

持って帰っていただけるように用意しておりますので、予定があられる方は取りに

来ていただきたいと思います。 

以上、２点お知らせいたします。以上です。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

７．閉 会 

○議長（永田知博君） ほかには、何かございませんか。 

それでは、慎重なるご審議をいただきまして、ありがとうございました。 

   以上をもちまして、第７回農業委員会総会を閉会いたします。 

   長時間にわたりまして御苦労さまでした。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後３時２０分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

平成３０年７月５日 
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